
１　物品

種類 内容または品名 数量

こども用食器　品指定 101

アンパンマンクラフト　プレート　フレーベル：492320 （枚）

玩具　品指定 10

ぽっくり　アーテック：001900 （個）

こども用食器　品指定 47

アンパンマンクラフト　プレート　フレーベル：492320 （枚）

こども用食器　品指定 25

アンパンマンクラフト　プレート　フレーベル：492320 （枚）

２　納品場所

　　Ａ：竹原市立たけのここども園（竹原市竹原町3553番地３）

　　Ｂ：竹原市立竹原こども園（竹原市田ノ浦二丁目５番２号）

　　Ｃ：竹原市立吉名こども園（竹原市吉名町4819番地の24）

　　Ａ：令和8年3月19日（木）まで

　　Ｂ：令和8年3月19日（木）まで

　　Ｃ：令和8年3月19日（木）まで

４　その他

　場合がある。この場合の見積金額は売渡人・買受人が協議して定める。

　　納入に係る費用等は売渡人の負担とする。

　　こども園への納品の場合、売渡人は納品検収書（受領書）を自ら作成し、請求書と併せて各納入場所で押印

　又はサインを受けた納品検収書（受領書）を健康こども未来課へ提出すること。

こども用食器他購入仕様書

３　納入期限

　　物品の各品において設計金額を上回る見積金額（概ね1.3倍程度）である場合は、買受人が指定する品に変更する
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